
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  貸付期間が 10 年以上の農地の評価 

Ｑ：貸付期間が10年以上の農地は、相続税

の評価をする場合どのように評価するのです

か？ 

 

Ａ：その農地の自用地価額から５％相当額

を控除した価額によって評価します。 

【解説】 

農地法では、農地又は採草放牧地の賃貸借の

当事者は、政令で定めるところにより都道府県

知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、

解約の申入れをし、合意による解約をし、又は

賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはなら

ないとされていますが、十年以上の期間の定め

がある賃貸借(解約をする権利を留保している

もの及び期間の満了前にその期間を変更した

ものでその変更をした時以後の期間が十年未

満であるものを除く)については適用を除外す

るとされています。つまり、10年以上の期間の

定めのある賃貸借は、農地法では、いわゆる耕

作権としての価格が生じるような強い権利で

はないとされているわけです。 

したがって、10年以上の期間の定めのある賃

貸借により貸し付けられている農地の価額は、

相続税の評価においては、その農地の自用地と

しての価額から、その価額の100分の5を乗じて

計算した金額を控除した価額によって評価す

ることとなっています。 

なお、その賃貸借に基づく賃借権の価額(そ

の農地の自用地としての価額の100分の5相当

額)については、相続税又は贈与税の課税価格

に算入しなくていいことになっています。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１１年）平成２３年   月   日 水曜日 １１ ９

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 1 6 2  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

